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 いわゆる「コロナ禍」を踏まえ、本学では『新型コロナウイルス感染症に対応した実習ガイド

ライン』を策定し、感染拡大防止に努めてきた。しかし、2023 年 5月 8日から、新型コロナウイ

ルス感染症が 5類感染症に移行したことを踏まえ、『学校保健安全法施行規則』が指定する「学

校において予防すべき感染症」(以下、学校感染症と略)に対する行動指針を、学外での全実習に

かかわる学生と教職員向けに新たに策定する。本ガイドラインは、全実習において、感染予防と

感染拡大を防ぐための、現時点での最善の行動を示している。また、この内容は、全ての職業上

の倫理でもあり、実習施設・機関で実習する学生、および訪問指導する教員としての自覚・心構

えでもある。 

 

Ⅰ．本学の実習の基本方針 

１．学生が希望する免許・資格の取得に際し、学外施設・機関での実習の学習機会を確保する。 

２．学校感染症に関し、国より警報・注意報が発生されている場合であっても、実習先と学生

の双方の了解が得られ、かつ、大学・短期大学として認める場合、学外での実習を実施する。 

３．実習先の確保が困難な場合、国の通知に基づく代替措置を講じる。 

４．実習を履修する学生、および訪問指導する教員は、自己管理と標準予防策を徹底遵守する。 

 

Ⅱ．本ガイドラインの目的 

 学校感染症の感染拡大防止のため、学生・教員、ならびに実習施設・機関の安全確保、および

感染拡大防止を第一に考え、実習が行われるようにすること。 

 

Ⅲ．感染防止対策 

１．実習施設・機関への対応 

１）誓約書について 

 学生、及び訪問指導する教員は、実習施設・機関が求め、かつ、実習指導センターが必要

と判断した場合に限り、本学（学生は【別紙１】教員は【別紙２】）、または実習施設・ 機

関が作成した誓約書を、説明を十分聞いたうえで、実習前までに提出する。 

 

２）感染判定に関する検査について 

 学生は、実習施設・ 機関が求め、かつ、実習指導センターが必要と判断した場合に限り、

実習開始直前に結果が判明するタイミングで抗原検査等を受ける。検査結果は実習指導セン

ター、ならびに実習施設・機関に報告する。なお、検査が陽性であった場合は、健康生活支

援センターにも報告する。 

 

２．基本的な感染防止策の実施（学生、および実習指導教員） 

   感染症対策の 3要因である「①感染源を断つ」「②感染経路を断つ」「③抵抗力を高める」

への対策とともに、病原体を「①持ち込まない」「②持ち出さない」「③拡げない」ことを

基本とする。 

１）実習前  

① 手指衛生、アルコール消毒、咳エチケット、マスク着用の励行など、衛生行動を徹底

する。 

② 実習先のオリエンテーション、及び、学内の実習指導において、感染症対策の遵守の



重要性と徹底について、教員は指導を行う。 

③ 実習先のオリエンテーション、また実習の 2 週間前より毎朝夕の検温、および自覚症

状の確認を実施し、記録を義務付ける。記録用紙は、共通のものを使用する（学生は【別

紙３】、教員は【別紙４】）。ただし、 実習施設・機関指定の健康管理票がある場合は、

それを使用する。 

④ 実習先のオリエンテーション、また実習の 2 週間前から実習中において、感染流行期

となっている場合、三密に相当する集会やイベント類、施設への参加、不要不急の外出

や会食や複数人以上での遊びは自粛する。 

⑤ 公共交通機関を利用しなければならない場合には、感染予防に留意する。 

⑥ 十分な睡眠、適度な運動、バランスの取れた食事を心がける。 

 

２）実習中  

① 手指衛生、アルコール消毒、咳エチケット、マスク着用の励行など、衛生行動を徹底

する。 

② 37.5°C 以上の発熱の場合は、実習中止とする。ただし、平熱や他の症状を勘案し、

37.0°C から 37.5°C については総合的に判断するが、体調に少しでも異変を感じた場

合には、基本的に自宅待機とする。 

③ 実習中は、通勤時に着用したマスクから、実習用のマスクに必ず着け替える。退勤時

は、実習中のマスクを着けたまま帰らない。また、朝夕の通勤、退勤時には衣服を着替

え、感染経路の遮断に努める。 

④ 更衣室が密集とならないように、分散して更衣するなど利用方法を確認して行う。 

⑤ 休憩時、食事時などは、可能な限り十分な距離をとる。 

⑥ 対面での会話・食事は避け、大声で話さないようにする。 

⑦ 使用したマスクやごみなどは、各自ビニール袋に入れ、自宅で廃棄する。 

⑧ 実習施設・機関における感染予防対策については、その基準に従う。 

⑨ 十分な睡眠、適度な運動、バランスの取れた食事を心がける。 

⑩ 実習先の感染防止対策について知り得た情報は、いかなる場合であっても SNS等で情

報発信しない。 

 

３）実習後  

① 実習前、実習中と同様、2週間程度、感染予防・健康管理を徹底する。 

 

Ⅳ．実習中止、または中断等を判断する状況 

１．学生が学校感染症に感染したと診断された場合。 

２．実習施設・機関内での感染が危惧された場合。 

３．学校感染症をめぐる国、本学、および実習施設・機関等の状況をふまえ、実習を中止する

ことが適当と判断した場合。 

 

Ⅴ．その他 

 今後の感染状況や国・都県の方針等の状況に応じて、適宜、ガイドラインを修正する。 

 

 

 

 

 

 

 

 


